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第 6 期第 12 回練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会会議要録 

 

１ 日 時  平成 23 年 12 月 26 日（月）午前 10 時から午後 0時 15 分まで 

２ 場 所  練馬区役所本庁舎 20 階 交流会場 

３ 出席者  池田委員、今井委員、柴﨑委員、廣田委員、岡澤委員、竹ノ内委員、浅見委員、

加賀美委員、小山委員、柴田委員、中村（弘）委員、西川委員、松島委員、 

小泉委員、宮原委員、柳沢委員、菊地委員、米沢委員、こうらい委員、総務部長、 

情報公開課長、情報政策課長、税務課長、清掃リサイクル課長 

４ 傍聴人  0 人 

５ 議事および配布資料 

Ⅰ 諮問事項 

(1)諮問第 26 号 

軽自動車税に関する業務に係る個人情報の処理業務の委託について（税務課） 

資料 1 

    (2)諮問第 27 号 

   ごみ減量・リサイクルの普及啓発事業に関する業務に係る個人情報の処理業務の委託に 

ついて（清掃リサイクル課）資料 2 

Ⅱ 報告事項 

(1) 自己情報開示等請求手続の見直し骨子案について（情報公開課）資料 3 
(2) 個人情報保護に関する監査について（情報公開課）資料 4 

Ⅲ その他 

 

６ 発言内容 

（副会長） 本日は、私が会長に代わりまして進行を務めさせていただきます。

ただいまから、第 6 期第 12 回練馬区情報公開および個人情報保護

運営審議会を開会いたします。暮れのお忙しいところ委員の皆様に

はお集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は会長が

急なご事情のためやむを得ずご欠席されるとのことで、私に代わっ

て欲しいという連絡を受けましたので、私が司会の役を務めさせて

いただきます。開会に当たりまして、事務局からご連絡があります

のでお願いします。 

（情報公開課長） お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日、

会長がご欠席ということで、急遽副会長に進行をお願いいたしまし

た。案件もいろいろとございますが、ご審議をお願いいたします。

（副会長） 本日の議事に入ります。諮問事項 2件と報告事項 2件となっていま

す。まず、諮問第 26 号についてのご説明をお願いします。 

（税務課長） －軽自動車税に関する業務に係る個人情報の処理業務の

委託について 資料 1に基づき説明－ 

（副会長） ただいまのご説明に対してのご意見やご質問があればお願いしま

す。 
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（委員） この人材派遣業との記載されている業者とは契約をしているので

しょうか。また、まだ契約をしていないということであれば、入札

による契約となるのでしょうか。 

（税務課長） 審議会での承認後、プロポーザル方式による募集の案内を、区の

ホームページに掲載したいと考えています。 

（委員） 多い時には３名くらいの方が入ることになるとのことでしたが、Ｉ

Ｄカードの発行について、常時庁内で渡し、帰る時には回収、ある

いは持ち帰るのでしょうか。そのあたりの管理体制はどのように

なっているのでしょうか。また常駐する人以外に、ローテーション

を組むに当たって予備の人がいるのでしょうか。予備の人にもＩＤ

カードは発行されるのでしょうか。そのあたりはどうでしょうか。

（税務課長） ＩＤカードの管理については、区職員もそうですが、その業務場所

でのみ使用することになりますので、業務開始時に渡し、終了時に

は回収の上、定められた場所で保管をすることになります。委託業

者も同様です。委託従事者の人数が増える場合についても、一人一

人に、誰がどのような操作をしたかを明らかにするため、一人に対

して一枚のＩＤカードを発行することになります。 

（委員） 4 ページの準備委託についてですが、準備期間を設けて本委託に向

けての研修を行うとありますが、この研修を行う場所はどこになる

のでしょうか。また、その場所の安全性についてはどのようになっ

ているのでしょうか。 

（税務課長） 研修の内容については、区と委託業者とで検討します。座学につい

ては、委託業者の場所で行うことで考えています。端末の操作につ

いては区で、区職員の立会いの下で行うことで考えています。 

（委員） その委託業者の事業所での安全性の確認、第三者に情報が漏れるな

どの危険性を含めた、安全性についての管理というものは大丈夫な

のでしょうか。 

（税務課長） プロポーザルを行うにあたりまして、委託業者における個人情報保

護規定等の確認も、受託業者を決める際の一つの要素として考えて

いきたいと思います。 

（委員） 最後に、業務を遂行する上で、常に区職員が近くに必ずいるという

環境であると考えて良いのでしょうか。 

（税務課長） 区職員と委託業者の職員との間で、書類の授受を行うということも

ありますので、区職員が近くにいるという環境になります。 

（会長） よろしいですか。他にどうぞ。 

（委員） 15 ページの 18 に、委託業務の委託者による処理という項目につい

て、苦情や要望というものは理解できるのですが、複雑で高度な判

断ということについて、どのようなことを指すのでしょうか。具体

的な例を文章化して相手方に示すのでしょうか。と言いますのは、

個人によって、その判断の基準というものは異なると思います。判
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断の基準というものの明確なものがあるのかということを伺いま

す。 

（税務課長） 想定が難しい部分もあります。通常業務であれば数か月のうちに、

定型的となっていくものがほとんどだと思うのですが、今年 1 件

あったもので、自作バイクの登録をしたいという事例がありまし

た。過去に事例が無く、都内自治体にも例がありませんでした。そ

のためどのような形で処理をすれば良いかという判断に迷う事例

でした。このような事例が発生した場合には、法令の判断や過去の

事例などの参照といった通常業務とは違った業務が発生してきま

すので、その点は区職員により判断をさせていただくように考えて

います。 

（委員） 受託者との認識を常に合わせていくために、すぐに相談ができるよ

うな体制にしているのでしょうか。 

（税務課長） どのレベルまでの事例を相談するのかということもありますが、先

ほどご説明しましたフローチャートに記載されている業務につい

ては委託をしますので、受託者の方で処理をしていただくことにな

ります。また、区民の方とトラブルになった場合には、業務管理責

任者で対応をしていただくことができるようにと考えています。 

（委員） 意思の疎通をしっかりとしていただくということが、区民にとって

大切なことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

（税務課長） 分かりました。委託者として、区の責任というものは当然あります

ので、意思の疎通はしっかりとしていきたいと思います。 

（委員） 受託者と区職員との名札は区別ができるようになっているので

しょうか。 

（税務課長） 名札については、まだ具体的には決めていませんが、区職員とは異

なる形で、受託者と分かるものにしていきたいと考えています。 

（委員） 2 点ほどお聞かせください。委託については区民サービスというこ

とが中心となると思います。税というものは非常に重要な仕事であ

りますと先ほどご説明もありました。このような業務を委託するこ

とはなかなか難しいのであろうと思います。中身について委託にお

ける業務内容は整っていると思います。ただ区民サービスという点

からはこの委託は本当に必要なのかということがあります。ここで

委託の可否について議論をするべきではないと思いますが、そこが

気になるところです。要件が整えば何でも委託ができるようになっ

ているが、区民にとってプラスになっているのでしょうか。区職員

にとってのメリットだけではないかなと感じます。それが1点です。

それから、この委託における予算はどのくらいでしょうか。これも、

この場で伺うことではないと思いますが、参考までにお聞かせくだ

さい。 

（税務課長） 今回の業務委託について、直接区民サービスに反映されるという点
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では見えにくいところです。ただし、課で手が回っていない業務、

例えば転出車両の調査や相続人の調査ということなどについて、区

職員が行うことができるようになると考えていまして、公正な課税

の実現というところから、間接的に区民サービスの向上につながる

ものと考えています。また、予算についてですが、まだプロポーザ

ルによる受託者募集を行う前ですので、具体的な数字というものは

お話できませんが、おおよそ、2 千万円程度ではないかというとこ

ろです。 

（委員） 区の業務を民間に委託することについては、コスト削減という点な

どからも、どんどんやっていいのではないかと思っています。何ら

かの理由があって委託に至っていると思いますが、委託化の背景と

いいますか、理由とはどのようなものなのでしょうか。 

（税務課長） 税に関しての業務についての委託は、慎重な議論を重ねてきた経緯

があります。その中で、今、委員からお話もありましたコストの削

減をしつつ区民サービスを維持していく方法として、税務課の中で

比較的導入しやすい軽自動車税に関して業務委託をしていくとい

うことに至ったものです。 

（委員） 申告書の取扱いについてですが、フローチャートからですと、窓口

で受託者が受け付けた件数と、処理を行い区職員に返却する件数と

では必ずしも一致をしないと思います。データ処理件数と枚数の確

認や、文書自体の紛失防止という点のセキュリティはどのように

なっているのでしょうか。 

（税務課長） 本日お示しできていませんが、申告書の処理状態についてまとめる

処理報告書という書類を提出していただき、それと区職員側での受

渡し件数とで突合せをしまして、枚数などの確認をすることにして

います。 

（委員） 電算処理での流出という点に目がいってしまうのですが、文書を取

り扱うということでは、証明書等がきちんと発送されたか、取り違

いがなかったか等について、区職員はチェックをするのでしょう

か。 

（税務課長） 1 件 1 件チェックをするのは難しいですが、最終的な総数での

チェック、受託者が処理した枚数と区で処理した枚数等の突合せに

よるチェックは区で行いたいと思います。 

（委員） 申告書、それから発行される証明書等の扱いについては十分注意を

していただきたいと思います。また、電算結合についての確認です

が、先ほどのご説明ですと、軽自動車税のみの独立した電算処理と

のことでしたが、例えば区内の他の課との接続や住基ネットとの接

続というものはないと考えてよいのでしょうか。 

（税務課長） 軽自動車税の独立したシステムのみを取り扱いますので、他の課や

住基ネットとの接続はありません。 
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（委員） 入力したデータの保存先ですが、区所有のサーバに保存されるもの

と思いますが、他の部署からのアクセスもできない、保存先のファ

イルの独立性も確保されていると考えてよいのでしょうか。 

（税務課長） その通りです。 

（委員） 区の方針に基づき、委託ができる業務については導入していくとい

うことから、出てきた案件だと思いますが、この業務自体の区民

サービスのメリットという点では、私もどうなのかと感じますし、

情報の取扱いについては、慎重な上にも慎重を期していただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

（委員） 参考までに、納税される金額として、軽自動車税は 2億 4 千万円く

らいとのご説明がありましたが、未納率はどのくらいあるのでしょ

うか。また、未納についての対応はどこが行っているのかについて

教えてください。 

（税務課長） 確定した数字はありませんが、軽自動車に関しては、90％後半程度

の収納率があることは、書類上確認をしています。また、税の督促

については収納課で行っています。 

（委員） 7 ページの個人情報の保護についての(1)ですが、当然のことだと思

いますが、ここに、電子記録についてのことも触れておいた方がよ

いのではないでしょうか。データを持ち出してはならないと明記し

ておいた方がよいと思いますが。 

（税務課長） 端末で処理したデータは、その端末にのみ保存ができる仕組みに

なっていまして、例えばフロッピーディスク等の外部媒体に保存や

移動はできません。デジタルカメラ等の使用も禁止し、画像として

持ち出すことも出来ないようにしています。また、メールの送信に

ついて、使用する端末にはメール機能がありませんので送ることは

できません。 

（委員） 今回のような軽自動車税の委託について、23 区内で行っているとこ

ろはありますか。 

（税務課長） 荒川区で人材派遣を活用して、入力業務について行っているとのこ

とでした。その他では行っていないようです。 

（委員） 練馬区が先進的に行うことになりますので、様々な点に注意をして

いただきたいと思います。 

（委員） 業務責任予定者についてですが、資格についての規定はあります

か。 

（税務課長） 区では資格等についての指定はできませんが、プロポーザルによる

業者選定の中で、人的配置等についての考えについて確認していき

ます。 

（委員） 具体的な人物なりどのような人を派遣されるかについては、現時点

ではイメージはないということでしょうか。 

（税務課長） 仕様書に基づきまして、適合する方を派遣していただくようプロ
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ポーザルの中で話をしていきたいと考えています。 

（委員） 区民と接するところでの業務、特に税証明や申告にかかる業務につ

いての委託については、常時 2人から 4名ほどいるのかと思います

が、区民への対応や先ほどからでている税に関しての業務について

の委託の是非という議論は、別の場所であるものだと思いますが、

慎重さを要求される部署に配置される受託者の、業務責任者に対し

て求める内容については、一定程度区としてのビジョンをしっかり

と持ってもらいたいと思います。また、委託業務で貸与される電話

と端末ですが、これは区職員も使用するものでしょうか。それとも、

受託者専用となるのでしょうか。 

（税務課長） 区職員が貸与されているものと同様のもので、貸与するＩＤカード

を用いることで操作ができるようになります。 

（委員） 書類が整っていて判断を要しない、作業的に簡便な事務を請け負う

とのことでしたが、それ以外に考えられる業務との数的なもの等か

ら具体的にお話いただけるとよいかと思います。また、判断を要す

る場合にすぐに区職員が対処できる体制をとってもらいたいと思

うのですが、どうでしょうか。 

（税務課長） 比率を出すのは難しいのですが、ほとんどの業務は簡便な事務の範

囲であると思いますので、受託者で処理が可能と考えています。ま

た、常に近くに区職員もおりますので、簡便な事務の範囲を超えた

案件が発生した段階で、速やかにフォローに入れる体制になってい

ます。 

（委員） 本来は、区職員で行うべき業務であるところに、委託を導入するこ

とについて、区職員も任せっきりにするのではなく、お互いに

チェックをするなどの管理を行っていただき、また区民の方に不利

益が生じないように、情報管理についてもしっかり行っていただき

たいという要望をさせていただきます。 

（副会長） 最後はご意見ですね。税務課長から今のご意見について何かありま

すか。 

（税務課長） いただいたご意見について、税務の部分に委託を入れるというとこ

ろから、当然所管課として法令やいろいろな考え方を踏まえて慎重

に進めていかなければならないことだと思っています。 

（副会長） 税務行政の窓口での委託の案件ですが、このようなものは初めてで

しょうか。 

（情報公開課長） はい。 

（副会長） 区政の中で一番権力性を持っている業務の一つと考えられますが、

内容自体は書類の受理に関するもので、それ自体は管理的な性質で

あることから委託をしても良いのではないかということが、本件の

趣旨であると思います。ただ、全体の流れの中で見ますと、権力に

係わる部分の入口の業務であることから、いろいろなご意見をいた
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だいていることと思います。前に一言申し上げたことがあります

が、福祉行政の中で話をしますと、介護の認定等では権力的なもの

が生じてきます。このようなことは、これから増えてくると思いま

す。その中で、とりわけ区税の徴収ということから権力性という点

ではダイレクトなものですが、その中でのパターン化されている業

務について、そのパターンに沿うことで問題なく行うことができる

ところから、外部委託として諮っているという趣旨だと思います。

皆さんのご意見を伺いながら、私はこのように感じました。今回の

諮問 26 号に対して、他にご意見がなければ提案どおり承認という

こととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。では、次の諮問

事項に移ります。諮問第 27 号についての説明をお願いします。 

（清掃リサイクル課長） －ごみ減量・リサイクルの普及啓発事業に関する業務に係

る個人情報の処理業務の委託について 資料 2 に基づき説明

－ 

（副会長) ただいまのご説明についての、ご意見やご質問をお願いします。 

（委員） 委託先について、資料には練馬区都市整備公社となっていますが、

こちらは入札でしょうか。それと、なぜこの公社が選ばれているの

でしょうか。 

（清掃リサイクル課長） 現在の練馬区都市整備公社、来年 4 月からは、公益財団法人 練馬

区環境まちづくり公社となりますが、公社は、公益目的事業として、

都市機能の維持増進を図る事業、例えばまちづくりであったり自転

車適正利用、それと環境への負荷の軽減を図る事業として、資源循

環推進に係る事業であったり、温室効果ガスの排出抑制に係る事業

を行っています。また、平成 22 年 11 月に、谷原に資源循環センター

がオープンしていますが、その管理運営を、公社が受託しておりま

す。オープンに当たり、本来であれば今回の事業も委託したいとい

う考えもありましたが、個人情報の保護の問題等もありまして、平

成 24 年 4 月以後の、公益財団法人化に伴いまして、区民の方の利

便向上、掲示板の設置の増設や閉庁日における問合せ対応を行うた

め、委託を考えているものです。また、今回の契約については、今

説明をした状況等を踏まえて、公社に随意契約を行うことを考えて

います。 

（委員） 随意契約であることの理由は分かりました。それと、個人情報の保

護という観点から、委託先には当然、個人情報保護に関しての義務

を課すると思いますが、掲示板に貼り出す上での、依頼者等の利用

する方々への個人情報の取扱いにおける説明等については、十分に

されているのでしょうか。 

（清掃リサイクル課長） 資料の 13 ページに、財団法人 練馬区都市整備公社個人情報保護方

針、それから 14 ページ以降に個人情報保護規定があります。公社

については、区からの 100％出資の団体ですので、区と同様の個人
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情報保護に関しての規定を設けるようになっています。これに基づ

いて個人情報保護管理を徹底していきます。 

（委員） 公社側ではなく、申込者等の利用者に対して、自分の情報を出すわ

けですから、その出された個人情報については、このような取扱い

をします。十分気をつけてくださいよといった説明やフォローはど

のようになっているのでしょうか。その点はきちんとしてください

ということですが。 

（清掃リサイクル課長） 失礼しました。申し込みの際に、その点での確認をしています。ま

た、例えば電話番号を公開されては困るという方の場合には、電話

番号の部分を隠す等の対応をします。 

（委員） 最後に、利便性とおっしゃっていましたが、全区的に見て 14 箇所

の掲示板で良いのか、或いはホームページや区報などでも周知をす

るのかということと、外部委託記録票（案）の預託する管理個人情

報の記録の種別として、氏名、住所、生年月日、本籍、続柄、親族

関係、婚歴などとありますが、本当にこのような項目全てを取り扱

うことになるのでしょうか。 

（清掃リサイクル課長） まず、外部委託記録票（案）についてですが、この中で扱うものは、

1 ページ目に書かれている取り扱う個人情報の項目だけとなりま

す。また、掲示場所では、ホームページ等により事業自体の案内は

していますが、具体的な情報については掲載をしていません。と言

いますのは、個人情報を取り扱う中では、インターネット上での情

報のやり取りについての支障は大きいだろうと考えているためで

す。現在 14 箇所、来年度から 15 箇所となりますが、これまでの場

所で、概ね区内における利用範囲内と交通の利便性という点ではま

かなわれていると考えています。庁舎関係やリサイクル施設、図書

館という施設ですが、そこにいる職員や指定管理者についても掲示

作業等をしてもらうことになりますので、掲示板の増設については

慎重に検討をしたいと思います。来年度については、15 箇所での掲

示板事業を実施したいと考えています。 

（委員） 閉庁日にも問合せ対応をするためとありますが、区民の立場から言

うと、他の業務で土日に対応してもらえれば良い業務というものが

たくさんあるように思いますが、土日に対応のニーズはあるので

しょうか。利用者同士で話をした結果を、週明けに清掃リサイクル

課へ連絡をしてもらえれば良いように感じるのですが。それと、今

回の委託により追加の経費がかかっているのでしょうか。また、清

掃リサイクル課の他に、資源循環センターでも行い情報共有を図る

とありますが、2 か所で情報共有をすることで、ヒューマンエラー

が置きやすくなるのではないかと懸念しますがいかがでしょうか。

（清掃リサイクル課長） 資料の 6ページをご覧いただきたいと思いますが、それぞれの施設

での開館日が異なっています。そのため、今の状況では授受成立連
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絡が週明けになりますので、土日に開館をしている施設の掲示板を

ご覧になり、連絡をした時には既に成立をしていた等といったこと

で区民の方にご迷惑をお掛けしてしまうことがあります。また、複

数の問合せが行くこともありますので、その状況を解消することで

は、利便性の向上につながると考えています。また、2 点目の予算

についてですが、公社の中にリサイクル活動支援係という組織があ

りまして、そちらで集団回収の実施といった事業の中に併せて行っ

ていただくこととしていますので、コピーをする用紙等の細かい経

費についてかかる程度で、新たな経費は基本的にはかからないもの

となります。また、窓口が 2か所になることでの、ヒュ－マンエラー

の増につながるのではないかとのご指摘ですが、本来の窓口として

は、資源循環センターで行うことになります。ただし、区にお問合

せいただいた際に、資源循環センターを紹介するのではなく、区で

お聞きした上で、区から資源循環センターへ連絡をする体制とした

いと考えています。事業開始当初は、まだ区へ連絡いただくことは

多いかと思いますが、その部分についても対応をきちんとしていき

たいと考えています。 

（委員） 9 ページの 7 番の、申し込みハガキの保存についてです。1 年間保

存の後、区へ返還することになっていますが、資源循環センター内

の保管場所について、鍵の管理はどのようになっているのでしょう

か。 

（清掃リサイクル課長） 各施設の掲示板自体は、掲示期間終了後、各施設においてシュレッ

ダーによる廃棄処理を行います。ハガキや窓口で受け付けたカード

については、1 年間資源循環センターにて保管をしてもらいます。

ファイリングシステムや保管庫の設置、鍵の管理等については、区

と公社とで確認をしたいと思います。 

（委員） 区に返還された後に、処分をすることになるという流れでよろしい

のでしょうか。また、ハガキや窓口で受け付けたカードの枚数と、

年間での件数との突合せを区で行われるということでしょうか。 

（清掃リサイクル課長） 月に送られたハガキや受け付けたカードの枚数の確認もしていま

すが、当然、保存期間終了後の区へ返却された件数との突合せも行

います。原則で 3年の保存と考えていますが、保存期間中でも区で

は管理をしていくことで考えています。 

（委員） 3 点ほど伺います。まず、掲示物の処理についての関係ですが、各

施設の職員がシュレッダー処理をするとのことでしたが、この確認

はどのようにされるのでしょうか。各施設の職員に任せたままにな

るのでしょうか。次に、外部委託記録票の委託条件の中で、複製の

禁止というところにチェックがされていませんが、概要の 2のとこ

ろで掲示物の作成とあり、そこにはコピーをして各施設に渡すとい

うことになっていますが、こことの整合性について伺います。最後
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に、14 か所の掲示板設置施設において、大半が区の直営ではなく委

託や指定管理制度が導入されている施設だと思いますが、ここに対

して、今回の業務を委託する資源循環センターが掲示についての再

委託をするように見えるのですが、この辺りはどのような解釈をさ

れているのでしょうか。 

（清掃リサイクル課長） まず、複写および複製の禁止についてチェックがされていない点に

ついてですが、これは、送られてきたハガキ等を複写して、掲示物

の作成に当たり、保護すべき個人情報の部分を除いて複写をし、各

施設に配るという委託内容であるため、チェックをしていないとい

うことです。各施設でのシュレッダー処理の確認についてですが、

月 2回、1 日から 15 日と 16 日から月末までの期間で掲示をするこ

とになりますが、その掲示をする時に、剥がした掲示物の処理を正

しく行ってもらうように、立会いを全ての施設において行うことは

できませんが、周知徹底を図っていきます。また、再委託という点

についてですが、この掲示板設置施設のなかで、リサイクルセン

ターと区民交流センター、勤労福祉会館は指定管理者であります。

指定管理者の扱う業務としては、区の事業に協力をすることとの取

り決めがあります。それに基づいた形で行う事業ですので、その点

については、再委託に該当しないと考えています。 

（委員） シュレッダー処理の確認については、周知徹底を図っていることで

適正に処理をしているということで、その点は理解しました。ただ、

複製の関係については、全面的な複製ではない、例えば名前は削除

したからとは言っても、複製ではないかと思います。それから、第

三者への再委託という点でも、区の事業に協力をするから委託に当

たらないという考え方は違うのではないかと思いますが、そのあた

りを専門的にご説明いただきたいと思います。この点をはっきりさ

せないと、区民は安心できないと思いますが、いかがでしょうか。

（清掃リサイクル課長） 複写の関係ですが、情報の提供者については、事業の仕組みについ

てご理解をいただいた上で、来年度からは 15 か所の予定ですが、

その掲示板に自分の情報が掲載されることについて同意をしてい

ただいているものです。今回の外部委託記録票（案）において、複

写および複製の禁止にチェックがされていないということについ

てですが、掲示板作成に当たって、送ったハガキ等をコピーして掲

示をするということになり、禁止項目に該当しなくなるためです。

また、これまでも行ってきましたが、区が行っているリサイクル情

報掲示板の事業に協力をしていただくという位置付けであります。

そのため、業者間での委託ということではなく、あくまで区が主体

となって行っている事業について、それぞれの指定管理者に協力い

ただき、公社は区から請け負った掲示板の作成と配布を行うという

関係になります。情報のやり取りは区民同士で行い、その結果を資
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源循環センターが窓口となって情報管理をし、その情報を掲示板設

置施設に連絡をするという事業の流れから、事業者間での委託関係

は発生していないものと考えます。 

（委員） この問題に関してですが、区の責任とは何ですかということだと思

うのです。この事業は、区民の意思によって公開が可能な情報を出

すことで成り立つ事業であると思うのです。その区民同士の情報の

やり取りを区が支援しているということだと思います。この事業に

おける区の責任の所在というものを、ここで説明されればご納得い

ただけるのではないかと思います。 

（副会長） 本件については、民と民との関係が主体で、それを区がお手伝いし

ているというものだと思います。他にご質問などがなければ、本件

についてはご了承いただくということでまとめさせていただきた

いと思います。 

（審議会委員） 異議なし。 

（副会長） では、報告事項の 2件については、時間があまりなくなってきまし

たので、本日は説明ということでお願いをしたいと思います。 

（情報公開課長） －報告事項(1) 自己情報開示等請求手続の見直し骨子案

についておよび報告事項(2)個人情報保護に関する監査について

資料 3 資料 4に基づき説明－ 

（副会長） 本日の議事については、以上となりますが何かご意見はあります

か。 

（委員） 1 点だけ伺います。監査報告において、軽微な不適合とありました

が、その軽微や重大といった基準というものはどのようになってい

るのでしょうか。例えば 5 段階に分かれているなどがあるのかと

いったことについて示してもらえればと思います。また、重大な場

合にはどのような対応をするのか等について、回答は後日で結構で

すので、ご説明いただければと思います。 

（情報公開課長） 承知いたしました。 

（副会長） では、他にありますでしょうか。 

（情報公開課長） 連絡事項として 3点あります。まず、先ほどご説明をしました資料

3 についてですが、本日の審議会に向けてお読みいただき、感じた

点などがあったかと思います。今回の審議会において検討する時間

がなくなってしまいましたが、来月の審議会でも時間を設けます。

そのため、事前にご意見をいただければ、その意見を踏まえた形で

次回の審議会に諮りたいと思いますので、ご意見のある方は事務局

までご連絡いただければと思います。次に、4 月からの区民公募委

員の募集を行います。審議会の任期は 2年間でございまして、来年

の 3 月 31 日で任期が満了となります。平成 24 年 1 月 11 日号のね

りま区報にて、募集記事が掲載されますが、任期の自動継続という

ことではありませんので、大変恐縮ではございますが、引き続き委
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員をお願いできる方については、お手数をお掛けしますが応募をお

願いいたします。最後に、次回の審議会は平成 24 年 1 月 18 日の水

曜日、午後 3時から本庁舎 5階の庁議室にて行います。お時間と場

所についてお間違えのないようお願いをいたします。 

（副会長） 連絡事項ありがとうございました。本日の会議は以上で終了としま

す。あと 1週間で新年を迎えます。皆様良いお年をお迎えください。

ありがとうございました。 

 



軽自動車税に関する業務に係る個人情報の処理業務の委託について 

（練馬区個人情報保護条例第 13 条関係） 

１ 件 名 軽自動車税窓口業務等委託 

２ 委託内容 軽自動車税の窓口業務とそれに付随する業務のうち定型

的に行われる業務を委託する。 

 ＜主な業務内容＞ 

(1)原動機付自転車および小型特殊自動車（以下「原動機付

自転車等」という。」の申告受付 

(2)郵送による原動機付自転車等の廃車申告書処理 

(3)課税物件異動通知書処理 

(4)軽自動車税納税証明書発行 

(5)軽自動車および二輪の小型自動車の申告書処理 

(6)転出車リスト処理 

(7)電話対応 

(8)他業務への案内 

３ 委託先 人材派遣業 

４ 委託開始年月 平成２４年４月（窓口業務等委託を新年度から行うため、

平成２４年２月中旬から年度末にかけて、準備委託を行

う。） 

５ 所管課名 区民生活事業本部区民部税務課 

６ 取り扱う個人情報 住所、氏名、生年月日、軽自動車税額、標識番号、車台番

号、排気量、形式、定置場の住所 

７ 個人情報の保護 練馬区個人情報保護条例第 13 条および同条例施行規則第

6 条に基づき、委託契約業者との契約時に個人情報の保護を

義務付ける。 

 添付資料「個人情報の保護および管理に関する特記事項」

を受託者の遵守事項として契約内容に定める。 

資料１ 



 

８ 添付資料 ・外部委託記録票（案） 

・軽自動車税窓口業務委託・窓口業務委託に係る準備委託

事業概要 

・軽自動車税 窓口業務委託に係る準備委託 仕様書（案）

・軽自動車税 窓口業務委託 仕様書（案） 

・仕様書 4 に規定する各委託業務の処理フロー 

（省略）・個人情報の保護および管理に関する特記事項 

（省略）・情報システムに係る委託契約等における受託情報

の取扱いに関する特記事項 
 



第 2号様式（第 6条関係） 

 

外 部 委 託 記 録 票 （案） 

 

業 務 登 録 番 号 ０ ４ ０ ３ ― ０ ２  

所 管 課 名   区民部 税務課  

業 務 の 名 称   軽自動車税に関する業務 

委 託 先 業 種   人材派遣業 

委 託 内 容 

原動機付自転車等の申告受付業務、郵送による原動機付自転車等の廃

車申告書処理等、軽自動車および二輪の小型自動車の申告書処理、電

話対応、他業務への案内 

委 託 期 間 
□    年  月  日から    年  月  日まで 

■平成２４年 ２月  日以降継続 

審 議 会 事 項 
■平成２３年１２月２６日 諮問第２６号 

□ 事前一括承認基準( ―   ) 

預託する管理個人 

情報の記録の種別 

■ 戸籍等事項(氏名、住所、生年月日、本籍、続柄、親族関係、婚歴など)

□ 社会的地位(職業、勤務先、役職、地位、職歴、学歴、資格など) 

■ 経済活動 (収入、財産、納税額、負債状況、公的扶助など) 

□ 心身健康 (健康状態、病歴、障害など) 

□ 生活状況 (家庭状況、居住状況、趣味・嗜好など) 

□ 知識能力 (各種試験成績、勤務成債、学業成績など) 

□ 思想信条 (支持政党、宗教、主義・主張など) 

委 託 の 条 件 

■ 知り得た個人情報の保持 

■ 目的外利用および第三者への提供禁止 

■ 再委託の禁止 

■ 複写および複製の禁止 

■ 個人情報の授受、保管、廃棄または返還事項 

■ 立入検査および調査に応ずる義務 

■ 事故発生時の報告義務 

■ 義務違反等の公表措置および損害賠償 

□ その他(                           ) 

預託する管理個人 

情報の授受の形態 

■ 文書  □ 図画  □ フィルム 

□ 磁気ディスク等   ■ 電算処理 

□ その他(                           ) 

個 人 情 報 保 護 

管 理 責 任 者 
  区民部 税務課長 

 



軽自動車税 窓口業務等委託・窓口業務等委託に係る準備委託 事業概要 

 

１ 概要 

税務課 税証明・軽自動車税係では、特別区民税・都民税の証明書の発行、軽自動車

税の賦課および原動機付自転車等の登録等の事務を行っている。 

今回の委託は、これらの事務のうち、原動機付自転車等の登録等に係る窓口受付事務、

軽自動車税の賦課に係る申告書の入力事務、およびこれらに付随する事務のうち定型的

な処理が可能な事務について、行うものである。 

 

２ 窓口業務等委託について 

(1) 委託業務 
・ 原動機付自転車および小型特殊自動車の申告受付業務（窓口および郵送による） 

・ 課税物件異動通知書の処理（郵送による） 

・ 軽自動車税納税証明書の発行（窓口および郵送による） 

・ 軽自動車および二輪の小型自動車の申告書の処理（関係機関から送付される申告書

による） 

・ 軽自動車税に係る電話対応 

・ 窓口での他業務への案内 

(2) 取り扱う個人情報 
住所、氏名、生年月日、軽自動車税額、標識番号、車台番号、排気量、形式、定置

場の住所 

(3) 委託期間 
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで 

(4) 委託場所 
練馬区役所 本庁舎 4 階 税務課 税証明・軽自動車税係内 

なお、受託者には名札の着用を義務付け、区民から区別ができるようにする。 

 

３ 準備委託について 

(1) 概要 
窓口業務等委託は、税証明・軽自動車税係で行っている軽自動車税に係る窓口業務

等を委託するものであり、区民と直接応対することとなる。また、委託内容も複数に

わたることから、準備期間を設け、順調に委託化できるようにする。 

(2) 業務内容 
① 業務責任予定者および業務従事予定者に対する研修 

・各委託業務を行うための必要な知識の習得、端末操作方法の実習、窓口受付事

務の実習 

・個人情報保護および秘密保持の義務に関する知識の習得 

② マニュアルの整備 
(3) 取り扱う個人情報 

住所、氏名、生年月日、軽自動車税額、標識番号、車台番号、排気量、形式、定置

場の住所 

(4) 委託期間 
平成 24 年 2 月中旬から平成 24 年 3 月 31 日まで 

(5) 委託場所 
練馬区役所 本庁舎 4 階 税務課 税証明・軽自動車税係内 



  

軽自動車税 窓口業務等委託に係る準備委託 仕様書（案） 

 

1 目的 
この契約は、軽自動車税窓口業務等委託（以下「本契約」という。）に関し、「軽自動

車税窓口業務等委託仕様書（以下「本契約仕様書」という。）7-4」に規定する本契約の

受託者の業務従事者に対する研修ならびに本契約の受託者が当該委託を行うために必要

な準備を行うことを目的とする。 

 

2 履行期間 
履行期間は、契約締結日の翌日から平成 24 年 3 月 31 日までとする。 

 
3 履行場所 
練馬区 区民生活事業本部 区民部 税務課（練馬区豊玉北 6丁目 12 番 1 号） 

 
4 業務体制 
受託者は、本契約履行時に業務責任者となる者（以下「業務責任予定者」という。）お

よび業務従事者となる者（以下「業務従事予定者」という。）を配置し、5 の委託業務を

行わせなければならない。 

 
5 委託業務 
5-1 業務従事予定者に対する研修 
5-1-1 研修内容 
研修内容は、軽自動車税に関する法令の知識、本契約仕様書 4 に規定する各委託業務

を実施するために必要な知識および端末操作方法の習得とする。なお、業務従事予定者

に対する研修の目標は次のとおりとする。 

① 本契約仕様書 5 に規定する「軽自動車税窓口業務等委託処理要領」（以下「処理要
領」という。）の内容を把握し、業務を履行できるようになること 

② 端末の操作ができるようになること 
③ 個人情報の保護、秘密保持について、その内容を把握し、遵守できるようになるこ

と 

5-1-2 研修方法 
(1) 研修は、軽自動車税に関する法令の説明、本契約仕様書および処理要領等の説明、

端末の操作方法の説明および実際の操作、窓口対応のシミュレーション等による。 

(2) 受託者は、実際の端末操作および窓口対応のシミュレーションに係る研修を行う前
に、業務従事予定者に対し、端末操作方法および窓口対応で必要となる知識につい

ての研修をすること。 

(3) 委託者は、受託者からの要請があった場合または必要と認める場合には、業務責任
予定者とともに、業務従事予定者に対し説明等を行えるものとする。 



  

5-2 業務責任予定者との打ち合わせ 
業務責任予定者が本契約仕様書 7-1-2 の任務を履行するために必要な知識および端末

操作方法を習得するため、次の内容を目標とし、打ち合わせを行う。 

① 処理要領の内容を把握し、業務従事者に対して指導ができるようになること 
② 端末の操作方法について理解し、業務従事者に対し指導ができるようになること 
③ 個人情報の保護、秘密保持について、その内容を把握し、業務従事者に対して指導
ができるようになること 

④ 本契約の履行に際し、申告書等の受け渡し、業務日報等の作成等、委託者との連絡

調整を円滑に行えるようになること 

5-3 マニュアルの整備 
本契約の履行の際に、業務従事者が参照できるよう、必要なマニュアルを整備するこ

と。なお、マニュアルについては、完成後、委託者の検査を受けること。 

5-4 その他 
5-1 から 5-3 までの業務は、委託者との協議に基づき行うこと。 

 

6 業務時間 
6-1 業務時間 
業務時間は、土曜日、日曜日、祝休日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分ま

での間とする。 

6-2 業務場所等 
業務場所は、練馬区役所 本庁舎 4階 税務課 税証明・軽自動車税係内とする。 

6-3 端末等の貸与 
(1) 委託者は、委託者の業務に支障のない範囲で、5に規定する委託業務の履行に必要

な端末および電話を貸与する。 

(2) 受託者は、貸与された端末について、この仕様書に定める操作以外の操作を行って
はならない。 

(3) 受託者は、貸与された端末を委託業務以外に使用してはならない。 
 

7 経費負担 
受託業務に要する経費は、次に掲げるものを除き、受託者の負担とする。 

① 履行場所における光熱水費 
② 貸与する端末および電話に関する経費 
③ 委託者が提供する備品 

 

8 検査 
受託者は、履行完了後、委託者による検査を受けなければならない。 

 

9 支払 
支払は、検査完了後、受託者から請求があった日から 30 日以内に支払うこととする。 



  

10 個人情報の保護 
(1) 受託者は、個人情報の保護に十分留意し、業務場所から許可なく物品、書類等を

持ち出してはならない。また、委託者が許可するもの以外は持ち込んではならない。 

(2) 受託者は、委託者から貸与された機器または委託者が特に許可した機器以外のも

のを使用してはならない。 

(3) 受託者は、事前に、受託者の定める個人情報の保護に関する規定を委託者に示し、

その承認を得なければならない。 

(4) 受託者は、業務予定責任者および業務予定従事者から、個人情報保護規定の遵守

について、誓約書を徴し、委託者に提出しなければならない。 

(5) 個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の保護および管理に関する特記事

項」を遵守しなければならない。 

 

11 秘密保持の義務 
(1) 受託者は、本業務の履行に際し知りえた情報を、一切第三者に漏らしてはならない。 
(2) 受託者は、本業務の履行に際し用いた資料等を、第三者に転写、閲覧または貸出等
をしてはならない。 

(3) 受託業務を履行するにあたり知りえた区の情報の取扱いについては、別紙「情報シ
ステムに係る委託契約等における受託情報の取扱い関する特記事項」を遵守しなけ

ればならない。 

(4) 10 の(1)および(2)の規定は、本項にも適用があるものとする。 
 

12 その他 
本仕様書に定めのない事項または本契約の履行上疑義が生じたときは、委託者と受託

者の協議の上、決定する。 

 



  

仕様書４に規定する各委託業務の処理フロー 

 

１ 4-1 に規定する原動機付自転車等の申告受付（登録・登録内容の変更） 

 

 

 

２ 4-1 に規定する原動機付自転車等の申告受付（廃車） 

 

窓口での登録等申告書の受付（受託業者）

申告書の記載内容・添付書類の確認、来庁

者の本人確認（受託業者） 

記載内容・添付書類の

審査・決定（区職員）

端末による入力（受託業者） 

申告者へ標識等の交付（受託業者） 

受託業者から申告者へ返却 

不備有・補完不可 

不備有・補完可 

不備無 

窓口での登録等申告書の受付（受託業者） 

申告書の記載内容・添付書類の確認、来庁者

の本人確認（受託業者） 

記載内容・添付書類の

審査・決定（区職員）

端末による入力（受託業者） 

申告者へ廃車申告受付書の交付（受託業者） 

受託業者から申告

者へ返却 

不備有・補完不可 
不備無 

弁償金の発生の有無

（受託業者が判断）
区職員へ引継ぎ 

区職員による処理 

不備有・

補完可 

有

無 

 



  

３ 4-2 に規定する郵送廃車申告書の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 4-3 に規定する通知書の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便物の開封（区職員） 

端末による入力（受託業者） 

廃車申告受付書の封入（受託業者） 

弁償金の発生 

（区職員が判断）
区職員が処理 

有 

申告書の記載内容・添付書類の確認（受託業者） 

郵送申告受付簿の記入（受託業者） 

無 

郵便物の開封（区職員） 

端末による入力（受託業者） 

廃車申告書の記入（受託業者） 



  

５ 4-4-1 に規定する窓口での軽自動車税納税証明書の発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 4-4-2 に規定する郵送での軽自動車税納税証明書の発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口での申請書の受理（受託業者） 

申請書の記載内容・添付書類の確認、

来庁者の本人確認（受託業者） 

証明書の発行・交付（受託業者） 

発行手数料の発生 

（受託業者が判断）
区職員が処理 

有

無 

未納税額の有無 

（受託業者が判断）

収納課を案内 

（受託業者） 

有 

無 

郵便物の開封（区職員） 

申請書の記載内容・添付書類の確認 

（受託業者） 

発行手数料の発生 

（区職員が判断）
区職員が処理 有 

無 

受付簿の記入（受託業者） 

端末からの出力・封入（受託業者） 



  

７ 4-5 に規定する軽自動車税申告書の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 4-6 に規定する転出車リストの処理 

 

軽自動車検査協会等からの申告書の受領 

（区職員） 

申告書の分類（区職員） 

入力中の疑義またはｴﾗｰ

ﾒｯｾｰｼﾞの表示 

課税台帳の処理

（受託業者） 

端末による入力（受託業者） 

無

他機関への調査の必要

（区職員が判断） 

区職員による処理 

区職員へ引継ぎ 

有 

有 

無 

転出車リストの出力（区職員） 

端末による入力（受託業者） 

課税台帳の処理（受託業者） 



  

軽自動車税 窓口業務等委託 仕様書（案） 

 

 

1 目的 
この仕様書は、軽自動車税窓口業務等委託に関して必要な事項を定め、委託業務の適

切な執行を図ることを目的とする。 

 
2 履行期間 
履行期間は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。 

 
3 履行場所 
練馬区 区民生活事業本部 区民部 税務課（練馬区豊玉北 6丁目 12 番 1 号） 

 
4 委託業務 
4-1 原動機付自転車および小型特殊自動車（以下「原動機付自転車等」という。）の申告

受付業務（弁償金の発生する廃車申告書の受付を除く） 
① 原動機付自転車等の新規登録、廃車、登録内容（所有者の氏名・住所、使用者の

氏名・住所、定置場、排気量等）の変更（以下「登録等」といい、試乗用の標識

に係るものを含む。）の各申告書の受付および申告書の記載内容、必要な添付書類

ならびに本人確認書類の確認 

② ①により受け付けた申告書の端末によるデータ処理 

③ ①および②により処理をした結果、申告者に交付すべき書類の交付 

4-2 郵送による原動機付自転車等の廃車申告書（以下「郵送廃車申告書」という。）の処
理（弁償金の発生するものを除く） 
① 委託者から引き渡された郵送物の内容確認 

② 郵送申告受付簿の記入 

③ 郵送廃車申告書の記載内容および添付書類の確認 

④ 郵送廃車申告書の端末によるデータ処理 

⑤ 廃車申告受付書の申告者への返送 

4-3 課税物件異動通知書（郵送等により他自治体から送付されるもの。以下「通知書」と
いう。）の処理 
① 委託者から引き渡された郵便物の内容確認 

② 通知書の端末によるデータ処理 

③ 廃車申告書の記入 

4-4 軽自動車税納税証明書の発行（発行手数料の発生するものを除く） 
4-4-1 窓口での請求による発行 

① 軽自動車税納税証明交付申請書の受付および記載内容、添付書類、本人確認書類
の確認 

② 端末からの出力 



  

③ 出力した証明書の申請者への交付 
※未納の税額がある場合は、納税証明書を発行することができない。収納課の窓

口を案内すること。 

4-4-2 郵送での請求による発行 
① 軽自動車税納税証明交付申請書の受付および記載内容、添付書類、本人確認書類
の確認 

② 郵送受付簿の記入 
③ 端末からの出力 
④ 出力した証明書の申請者への送付 

4-5 軽自動車および二輪の小型自動車の申告書（以下「軽自動車税申告書」という。）の
処理 
軽自動車検査協会および他自治体から送付される軽自動車税申告書に基づく端末によ

るデータ処理およびデータ処理の結果必要となる台帳処理 

4-6 転出車リストの処理 
軽自動車検査協会から送付される転出車リストに基づくデータ処理およびデータ処理

の結果必要となる台帳処理 

4-7 電話対応 
原動機付自転車等の登録等および軽自動車税の課税に関する問合せに回答するもの 

4-8 他業務への案内 
軽自動車税の窓口に来庁した区民のうち、他業務の窓口への誘導等が必要な者に対し

案内を行う。 

 

5 委託業務内容 
委託業務内容の詳細は、別に定める「軽自動車税窓口業務等委託処理要領（以下「処

理要領」という。）」による 

 

6 業務時間等 
6-1 業務時間 
業務時間は、土曜日、日曜日、祝休日および年末年始（12 月 29 日から 1月 3日まで）

（以下、「休日等」という。）を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間とす

る。 

6-2 業務場所 
業務場所は、練馬区役所 本庁舎 4階 税務課 税証明・軽自動車税係内とする。 

6-3 端末等の貸与台数等 
(1) 端末の貸与台数は 4台、電話は 1本とする。 
(2) 端末操作のために必要なカードは、業務責任者および業務従事者ごとに貸与する。 
(3) 委託者は、業務開始時に、当該業務日に業務に従事する業務責任者および業務従事

者のカードを貸与する。受託者は、業務終了時には貸与されたカードを委託者に返

却しなければならない。なお、業務場所以外にカードを持ち出してはならないもの



  

とし、業務時間中の保管場所は、委託者の指定場所とする。 

(4) 委託者は、貸与された端末について、この仕様書および処理要領に定める操作以外
の操作を行ってはならない。 

(5) 委託者は、貸与された端末を委託業務以外に使用してはならない。 

 

7 業務体制 
7-1 業務責任者 
7-1-1 業務責任者の配置 
受託者は、業務責任者を選任し、配置すること。 

7-1-2 業務責任者の任務 
業務責任者の任務は以下の通りとする。なお、7-2-2 の②から⑥については、業務責任

者についても適用があるものとする。 

① 受託業務を円滑に行えるよう、業務従事者の管理、指導および監督を行い、また、

日常的に業務内容に精通するように努めること。 

② 個人情報の保護について、15 に規定する内容が遵守されるよう留意し、また、業

務従事者を指導、監督すること。 

③ 秘密保持について、16 に規定する内容が遵守されるよう留意し、また、業務従事

者を指導、監督すること。 

④ 委託者が貸与する端末装置利用のためのカードを、6－3の規定に従い管理するこ

と。 

⑤ 受託業務の進捗状況を管理すること。 

⑥ 申告書等および 9－6に規定する保管場所の鍵の受け渡しを行うこと。 

⑦ 業務日報等を作成すること。 

⑧ 委託者との連絡、調整を行うこと。 

7-2 業務従事者 
7-2-1 業務従事者の配置 
(1) 繁忙期以外 

受託者は、4-1 の業務を履行するために、少なくとも 2名の来庁者と同時に対応

できる従事者を配置すること。また、4-1 の業務について上記の条件を満たしたう

えで、4-2 から 4-8 までの業務を 4-1 の業務と並行して行うことができるような従

事者の配置とすること。 

(2) 繁忙期 
受託者は、4-1 の業務を履行するために、少なくとも 3名の来庁者と同時に対応

できる従事者を配置すること。その他については、(1)と同様である。 

なお、繁忙期とは、3月 1日から 6月 30 日までの期間をいう。 

7-2-2 業務従事者の任務 
業務従事者の任務は次の通りとする。 

① 業務責任者の指示に従い 4-1 の各業務を行い、また、日常的にその業務内容に精

通するように努めること。 



  

② 個人情報の保護に留意すること。 

③ 委託業務の履行の際に知りえた情報を第三者に漏らさないこと。 

④ 窓口および電話での応対に際しては、言葉づかい、接遇態度に留意すること。 

⑤ 受託者が定める「執務時の標準的な服装」に則った服装で従事すること。 

⑥ 6-2 に規定する業務場所から許可なく物品その他のものを持ち出さないこと。ま

た、委託者が許可するもの以外のものを持ち込まないこと。 

7-3 名札の着用 
業務責任者および業務従事者は、社名、氏名、および顔写真のある名札を着用するこ

と。なお、名札の形状については、事前に委託者と協議すること。 

7-4 研修 
受託者は、業務責任者および業務従事者に対し、業務従事に必要な知識の習得のため

の研修を行う。研修は、軽自動車税の知識、端末装置の操作、個人情報の保護および秘

密保持の義務についてのものとし、あらかじめ、委託者との協議の上、行うものとする。 

 

8 業務計画書、従事者名簿および業務報告書の提出 
8-1 業務計画書 
受託者は、月ごとに業務計画書を作成し、前月 25 日までに、委託者に提出すること。 

8-2 従事者名簿 
受託者は、月ごとに 7-1-1 に定める業務責任者および 7-2-1 に定める業務従事者の名

簿を、前月 25 日までに、委託者に提出すること。また、業務責任者または業務従事者に

臨時に変更が生じた場合は、受託者は、速やかに委託者に報告すること。 

8-3 業務報告書 
8-3-1 業務日報 
受託者は、業務日報を作成し、毎業務終了後、委託者に提出すること。 

8-3-2 業務月報 
受託者は、業務月報を作成し、毎月末日（当該日が休日等に該当するときは、当該日

後最初の休日等以外の日）に、委託者に提出すること。 

 

9 申告書等の受け渡し等 
9-1 郵送廃車申告書 

① 委託者は、郵便物の開封後、件数表とともに受託者へ引き渡す。 

② 受託者は、端末処理終了後、処理が完了した申告書と、返送する廃車申告受付書

（投函できる状態にしたもの）を件数表を添付して、委託者へ引き渡す。 

③ 委託者から受託者への引渡しは、委託者が郵送廃車申告書を収受したつど行う。 

9-2 通知書 
① 委託者は、郵便物の開封後、件数表とともに受託者へ引き渡す。 

② 受託者は、処理が完了した通知書に、処理印を押印し、件数表を添付して、委託

者へ引き渡す。 

③ 委託者から受託者への引渡しは、委託者が通知書を収受したつど行う。 



  

9-3 郵送による軽自動車税納税証明書発行申請書 
① 委託者は、郵便物の開封後、件数表とともに受託者へ引き渡す。 

② 受託者は、発行処理終了後、処理が完了した申告書と、返送する軽自動車税納税

証明書（投函できる状態にしたもの）に件数表を添付して、委託者へ引き渡す。 

③ 委託者から受託者への引渡しは、委託者が郵送廃車申告書を収受したつど行う。 

9-4 軽自動車税申告書 
① 委託者は、軽自動車検査協会等から送付された軽自動車税申告書を一定の処理区

分に分類し、内訳書を添付して受託者に引き渡す。 

② 受託者は、入力および確認が終了した軽自動車税申告書に必要な事項を記入した

内訳書を添付して委託者に引き渡す。 

③ 委託者は、軽自動車税検査協会等から送付された軽自動車税申告書の分類が終了

しだい、受託者に引き渡す。ただし、毎月 26 日以降に送付された申告書について

は翌月に引き渡す。 

なお、4 月および 5 月については、引渡し日を制限しないものとし、引き渡す数

量については、委託者と受託者で協議するものとする。 

9-5 転出車リスト 
① 委託者は、軽自動車検査協会から送付された転出車リストを件数表とともに受託

者に引き渡す。 

② 受託者は、入力および確認が終了した転出車リストに件数表を添付して委託者に

引き渡す。 

③ 委託者から受託者への引渡しは、委託者が転出車リストを収受したつど行う。た

だし、毎月 26 日以降に送付された転出車リストについては翌月に引き渡す。 

なお、4 月および 5 月については、引渡し日を制限しないものとし、引き渡す数

量については、委託者と受託者で協議するものとする。 

9-6 その他 
受託者は、委託者から引渡しを受けた申告書等で、処理が未完了等のため委託者に引

き渡していないものについては、業務時間終了時に、委託者が定める保管場所に保管し、

施錠すること。 

受託者は、保管場所の鍵を業務時間開始時に委託者から受領し、業務時間終了時には

委託者に返却すること。 

 
10 納期 
10-1 郵送廃車申告書 
委託者から受託者への引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、

当該日後最初の休日等以外の日）の午後 3時 

10-2 通知書 
委託者から受託者への引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、

当該日後最初の休日等以外の日） 



  

10-3 軽自動車税申告書 
(1) 4 月および 5月以外の月 

委託者から受託者への引渡しがあった月の末日（当該日が休日等に該当するとき

は、当該日前最初の休日等以外の日）の前日。 

ただし、税額変更が生じるものについては、受託者が処理した日 

(2) 4 月 
① オンライン入力最終日（以下「入力期限日」という。）の前日（当該日が休日
等に該当するときは、当該日前最初の休日等以外の日。以下「入力期限前日」

という。）までに引渡しがあったもの 

入力期限前日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、当該日後最初の休

日等以外の日） 

② 入力期限日に引渡しがあったもの 
引渡しがあった日 

③ 入力期限日後に引渡しがあったもの 
委託者から受託者へ引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当すると

きは、当該日後最初の休日等以外の日） 

(3) 5 月 
引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、当該日後最初の休

日等以外の日） 

10-4 転出車リスト 
(1) 4 月および 5月以外の月 

委託者から受託者への引渡しがあった月の末日（当該日が休日等に該当するとき

は、当該日前最初の休日等以外の日）の前日 

ただし、税額変更が生じるものについては、受託者が処理した日 

(2) 4 月 
① 入力期限前日までに引渡しがあったもの 

入力期限前日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、当該日後最初の休

日等以外の日） 

② 入力期限日に引渡しがあったもの 
引渡しがあった日 

③ 入力期限日後に引渡しがあったもの 
委託者から受託者へ引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当すると

きは、当該日後最初の休日等以外の日） 

(3) 5 月 
引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、当該日後最初の休

日等以外の日） 

10-5 郵送による軽自動車税納税証明書 
委託者から受託者への引渡しがあった日の翌日（当該日が休日等に該当するときは、

当該日後最初の休日等以外の日）の午後 3時 



  

 

11 経費負担 
受託業務に要する経費は、次に掲げるものを除き、受託者の負担とする。 

① 履行場所における光熱水費 
② 貸与する端末および電話に関する経費 
③ 委託者が提供する備品 

 

12 モニタリング 
(1) 委託者は、業務履行期間中、必要に応じ、受託者の業務内容に関して、調査を行い

または報告を求めることができる。 

(2) (1)の結果、受託者の業務内容に不適正な箇所がある場合には、委託者は、受託者
に是正を要求する。 

(3) 是正の要求があった場合には、受託者は、速やかに改善策を講じ、委託者に報告し
なければならない。 

 

13 検査 
受託者は、毎月、受託業務の履行完了後、委託者による検査を受けなければならない。 

 

14 支払 
支払は、契約金額を分割し、毎月の検査完了後、受託者から請求があった日から 30 日

以内に支払うこととし、毎月の支払は、契約時にあらかじめ定めた金額とする。 

ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。 

 

15 個人情報の保護 
(1) 受託者は、個人情報の保護に十分留意し、業務場所から許可なく物品、書類等を持

ち出してはならない。また、委託者が許可するもの以外は持ち込んではならない。 

(2) 受託者は、委託者から貸与された機器または委託者が特に許可した機器以外のもの
を使用してはならない。 

(3) 受託者は、事前に、受託者の定める個人情報の保護に関する規定を委託者に示し、
その承認を得なければならない。 

(4) 受託者は、業務責任者および業務従事者から、個人情報保護規定の遵守について、
誓約書を徴し、委託者に提出しなければならない。 

(5) 個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の保護および管理に関する特記事項」
を遵守しなければならない。 

 

16 秘密保持の義務 
(1) 受託者は、本業務の履行に際し知りえた情報を、一切第三者に漏らしてはならない。 
(2) 受託者は、本業務の履行に際し用いた資料等を、第三者に転写、閲覧または貸出等

をしてはならない。 



  

(3) 受託業務を履行するにあたり知りえた区の情報の取扱いについては、別紙「情報シ
ステムに係る委託契約等における受託情報の取扱い関する特記事項」を遵守しなけ

ればならない。 

(4) 15 の(1)および(2)の規定は、本項にも適用があるものとする。 
 

17 再委託の禁止 
受託者は、本契約の業務を第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。 

 

18 委託業務の委託者による処理 
委託者は、委託業務のうち、複雑で高度な判断を要する案件、緊急な対応を要する案

件、苦情または要望に係る案件、委託者の職員の教育等に必要な案件として判断したも

のについては、案件ごとに、委託者職員に処理をさせることができる。 

 

19 委託業務の引継 
受託者は、本契約終了後、次期契約において、他事業者が受託した場合には、受託者

の責任において、新たな受託者と業務の引継を行わなければならない。 

 

20 その他 
本仕様書に定めのない事項または本契約の履行上疑義が生じたときは、委託者と受託

者の協議の上、決定する。 

 



ごみ減量・リサイクルの普及啓発事業に関する業務に係る個人情報の処理業務の 

委託について 

（練馬区個人情報保護条例第 13 条関係） 

１ 件 名 大型生活用品リサイクル情報掲示板事業委託 

２ 委託内容  粗大ごみの減少と、大型生活用品再利用の推進を目的と

した「大型生活用品リサイクル情報掲示板」を区立施設

14 か所に設置している。掲示板は、区民から提供された「譲

ります」「譲ってください」というリサイクル情報を掲示し、

情報交換の役割をしている。 

掲示板の設置施設が土日祝日（以下「閉庁日」という。）

も開館しているため、区民は情報を得ることができるが、

掲示内容等についての問合せについては、区で行っている

ため、閉庁日に行うことができない。 

 そこで、閉庁日であっても問合せの対応や掲示情報の収

集、掲示板作成や授受成立の情報整理を行えるようにする

ため、年末年始を除き通年で業務を行っている、資源循環

センターの管理運営をしている練馬区都市整備公社に委託

する。なお、窓口受付等の業務は、区においても引続き行っ

ていく。 

３ 委託先 財団法人 練馬区都市整備公社 

４ 委託開始年月 平成２４年４月 

５ 所管課名 環境まちづくり事業本部環境部清掃リサイクル課 

６ 取り扱う個人情報 住所、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス、

大型生活用品の品名 

７ 個人情報の保護 練馬区個人情報保護条例第 13 条および同条例施行規則第

6 条に基づき、委託契約業者との契約時に個人情報の保護を

義務付ける。 

 添付資料「個人情報の保護および管理に関する特記事項」

を受託者の遵守事項として契約内容に定める。 

資料２ 



８ 添付資料 ・外部委託記録票（案） 

・大型生活用品リサイクル情報掲示板事業（概要） 

・大型生活用品リサイクル情報掲示板事業仕様細目（案） 

（省略）・個人情報の保護および管理に関する特記事項 

・財団法人練馬区都市整備公社について 

（省略）・財団法人練馬区都市整備公社個人情報保護方針 

（省略）・財団法人練馬区都市整備公社個人情報保護規程 
 



第 2号様式（第 6条関係） 

 

外 部 委 託 記 録 票 （案） 

 

業 務 登 録 番 号 ０ ９ ０ ６ ― ０ ８  

所 管 課 名  環境部 清掃リサイクル課  

業 務 の 名 称  ごみ減量・リサイクルの普及啓発事業に関する業務 

委 託 先 業 種  財団法人 練馬区都市整備公社 

委 託 内 容 

大型生活用品リサイクル情報掲示板事業 

・区民からの電話問合せ対応業務 

・申込受付業務（窓口・郵送） 

・区立施設（１４ヶ所）に設置した掲示板への掲示物（申込原本の複写

物）の作成業務 

・交渉成立済みの表示を掲示物へ印字するためにおこなう掲示施設へ連絡

業務 

委 託 期 間 
□     年  月  日から    年  月  日まで 

■ 平成２４年 ４月 １日以降継続 

審 議 会 事 項 
■ 平成２３年１２月２６日 諮問第２７号 

□ 事前一括承認基準( ―   ) 

預託する管理個人 

情報の記録の種別 

■ 戸籍等事項(氏名、住所、生年月日、本籍、続柄、親族関係、婚歴など)

□ 社会的地位(職業、勤務先、役職、地位、職歴、学歴、資格など) 

□ 経済活動 (収入、財産、納税額、負債状況、公的扶助など) 

□ 心身健康 (健康状態、病歴、障害など) 

□ 生活状況 (家庭状況、居住状況、趣味・嗜好など) 

□ 知識能力 (各種試験成績、勤務成債、学業成績など) 

□ 思想信条 (支持政党、宗教、主義・主張など) 

委 託 の 条 件 

■ 知り得た個人情報の保持 

■ 目的外利用および第三者への提供禁止 

■ 再委託の禁止 

□ 複写および複製の禁止 

■ 個人情報の授受、保管、廃棄または返還事項 

■ 立入検査および調査に応ずる義務 

■ 事故発生時の報告義務 

■ 義務違反等の公表措置および損害賠償 

□ その他(                           ) 

預託する管理個人 

情報の授受の形態 

■ 文書  □ 図画  □ フィルム 

□ 磁気ディスク等   □ 電算処理 

□ その他(                           ) 

個 人 情 報 保 護 

管 理 責 任 者 
  環境部 清掃リサイクル課長 

 



大型生活用品リサイクル情報掲示板事業（概要） 

 
（目的） 

家庭内で使用しなくなった大型生活用品に関する情報交換の場を区民に提供することによ

り、粗大ごみに出されてしまう用品の有効利用を図るとともに、ごみの減量化およびリサイク

ルの促進に寄与することを目的とする。 

 

（事業の流れ） 

１ 区民による掲示の申込 

受付場所 ①練馬区資源循環センター（練馬区谷原1-2-20） 

 ②清掃リサイクル課（練馬区豊玉北6-12-1） 

平成 23年 4月以降は練馬区資源循環センター（以下「資源循環センターという。」）

を受付場所としてＰＲしていくが、清掃リサイクル課での受付も引続き行っていく。 

（１）郵送での受付 

葉書に、譲りたい品物や譲ってもらいたい品物の概要と連絡先を記載し、受付場所へ郵

送する。 

葉書と同サイズの用紙を封書に入れて郵送することもできる。 

  （２）窓口での受付 

    所定の様式の申込用紙に、譲りたい品物や譲ってもらいたい品物の概要と連絡先を記載

してもらう。 

    清掃リサイクル課で受け付けた場合は、資源循環センターに運搬する。 

 

 ２ 資源循環センターが行う掲示物の作成 

  申込内容が記載された各原本を、複数並べてコピーすることにより掲示板形式とする。 

資源循環センターは掲示内容の写しを清掃リサイクル課に引渡すことで、情報共有を図る。 

 

 ３ 掲示期間 

１１日～２５日受付分は翌月１日～１５日、２６日～翌月１０日受付分は翌月１６日～月末

まで掲示する。 

 

４ 掲示場所（平成２３年４月～1５箇所） 

掲示開始日以前に届くよう、資源循環センターが主に文書交換便を利用して以下の各施設に

送付する。 

  練馬区役所西庁舎1階（豊玉北6-12-1）資源循環センター１階（谷原1-2-20）豊玉

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ （豊玉上2-22-15）中村橋区民センター（貫井1-9-1）春日町ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ （春

日町2-14-16）春日町青少年館 （春日町4-16-9）光が丘区民ｾﾝﾀｰ 2階（光が丘2-9-6）



平和台図書館 （平和台 1-36-17）石神井庁舎 1 階 （石神井町 3-30-26）石神井公

園区民交流ｾﾝﾀｰ（石神井町2-14-1）男女共同参画センターえーる（石神井町8-1-10）

勤労福祉会館（東大泉5-40-36）大泉図書館（大泉学園町2-21-17）関町図書館（関

町南3-11-2）関町ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ (関町北 1-7-14） 

 

 ５ 掲示期間終了後の掲示物の処理 

各掲示施設の職員がシュレッダー処理をする。 

 

 ６ 授受の成立 

  「譲ります」または「譲ってください」の掲示情報を見た区民の方が、掲示されている連絡

先に対して直接に電話等により連絡をすることにより行う。 

   授受が成立した場合は、当該掲示の申込をした区民の方が資源循環センターに連絡をする。 

資源循環センターが、各施設に授受が成立した旨の連絡を入れると、各施設の職員が当該掲

示の部分に「成立」の印を押印する。 

  資源循環センターではなく、清掃リサイクル課に連絡があった場合は、聞き取りのうえ資源

循環センターに連絡する。 



大型生活用品リサイクル情報掲示板事業仕様細目（案） 
 
 この事業は、練馬区大型生活用品リサイクル情報掲示板設置および運営要綱

（以下「要綱」という。）に基づき事業の執行を行うものである。 
 
１ 受付業務 
  大型生活用品リサイクル情報掲示板（以下「情報掲示板」という。）への掲

示申込みの受付をすること。なお、受付の際は、対象となる物であるか、必

要事項が記載されているか確認し、不備がある場合は、電話等で確認するこ

と。 
（１）窓口による受付の場合は、指定用紙に記入してもらう、または持参し

た用紙を受け取ること。 
（２）郵送による受付の場合は、ハガキまたは用紙を受け取ること。 
 

２ 原稿作成 
毎月 10 日と 25 日の締め切り後、情報掲示板の原稿を作成すること。ただ
し、郵送による受付分は、締め切り日の翌営業日に到着したものを対象とする

ので、原稿作成は締切日の翌営業日以降とすること。 
（１）掲示面に必要事項が記載されていることを確認すること。 
（２）記載漏れは、電話等で確認し、了解を得て記入すること。 
（３）掲示板に載せられない個人情報、不適切な表現、著作権・肖像権に触

れるものは、コピー原稿の段階でマスキングすること。ただし、個人

情報以外は、電話等で了解を得てからマスキングすること。 
（４）原稿は、マスキング漏れ等がないかダブルチェックすること。 
（５）コピー機の機能を最大限活用し、美しい原稿作成に努めること。 
 

3 掲示物の配布 
（１）情報掲示版の掲示物を、毎月 1日と 16日の掲示初日の前日までに届

くよう、各施設に交換便で配布すること。間に合わない場合は、直接

届けること。 
（２）配布時には、各施設の閉館日を考慮し、掲示初日に間に合うよう日程

調整すること。 
 
４ 成立等の連絡 
  取引成立、取り下げ等の連絡を受けた際は、掲示各施設に FAXで連絡をす
ること。 

 
５ 取り扱い件数の報告 
 毎月初めに、「譲ります」「譲ってください」毎の掲示件数・成立件数を区へ

報告すること。 



 
６ 区民・各施設からの問い合わせへの対応 
  区民・各施設から問い合わせを受けた場合、わかりやすく丁寧に対応するこ

と。また、必要に応じて区と協議すること。 
 
７ 掲示終了後のハガキ・原稿の取り扱い 
当該年度の 4月掲示分から 3月掲示分までを、１年間保存後区に返還するこ
と。 

 
８ その他 
  この細目に定めるもののほか、必要に応じ、区と協議の上、事業を進めるこ

と。また、個人情報の取り扱いには十分注意すること。 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■都市整備公社の沿革 

昭和 62 年（1987）11 月 公社設立（基本財産２億円：全額練馬区出資） 

昭和 63 年（1988）11 月 調査・研究、相談事業、用地取得事業等開始 

平成元年 （1989）９月 ねりまタウンサイクル事業開始 

平成４年 （1992）５月 三原台三丁目土地区画整理事業事務局受託開始 

平成４年 （1992）７月 区立有料自転車駐車場管理運営受託開始 

平成５年 （1993）１月  練馬春日町駅西地区市街地再開発組合事務局業務受託開始 

平成５年 （1993）12 月 中里土地区画整理事業事務局業務受託開始 

平成８年 （1996）８月 石神井公園北口地区市街地再開発事業の事務局受託 

平成 10 年（1998）２月 三原台二丁目土地区画整理事業の事務局受託 

平成 14 年（2002）８月  まちづくり情報誌「こもれび」創刊 

平成 14 年（2002）８月  早宮四丁目まちづくり事業業務開始 

平成 17 年（2005）４月  自転車集積所管理業務受託 

平成 18 年（2006）４月  練馬まちづくりセンター開設 

平成 18 年（2006）４月 指定管理者受託（タウンサイクル、有料自転車駐車場） 

平成 18 年（2006）４月 放置自転車対策事業受託、自転車問い合わせセンター開設 

平成 22 年（2010）４月 容器包装プラスチック・粗大ごみ回収業務受託開始 

財団法人練馬区都市整備公社について 

当公社は、練馬区基本構想に基づき、安全で快適なまちづくりのために、練馬区の 

都市整備に関する事業を推進し、都市機能の維持・増進と生活環境の整備改善に努め、

区の健全な発展と、住民の福祉向上に寄与することを設立の目的としています。 

◇都市整備の促進のための調査、研究およびその成果の普及 
・まちづくりに関する調査・研究 ・みどりに関する取り組み 
 

◇都市整備の促進のための相談、助言および支援 
・練馬区まちづくり条例に基づく専門家派遣 
・区民主体のまちづくり活動に関する支援 
・まちづくり団体への活動費助成 
・練馬区の住民参加型協働事業に対する支援 
・建築無料相談の後援 
 
◇都市整備の促進のための普及啓発 
・まちづくり情報誌「こもれび」の発行 
・まちづくり講座、まちづくり交流会の開催 
・情報コーナー ・ホームページによる情報発信 

◇自転車駐車場事業 
・ねりまタウンサイクル（貸し自転車、7施設） 
・区立自転車駐車場（有料自転車駐車場 63 施設、無料自転車駐車場 6施設） 
 
◇放置自転車対策事業 
・放置自転車の撤去、保管（自転車集積所 5施設）、返還 
・駅周辺の案内、誘導、自転車問い合わせセンター事業 
 
◇資源循環の推進に関する事業 
・容器包装プラスチックの回収作業 ・粗大ごみの回収作業  
・資源循環センターの管理・運営（平成 22 年 11 月より開始） 
・区民・事業者との協働の推進 

■主な事業内容 
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平成23年12月26日 

総務部情報公開課 

 

自己情報開示等請求手続の見直し骨子案について 

 

当区では、遺族等からの死者の個人情報については、請求者自身の個人情報であると考え

られる情報および社会通念上、請求者自身の個人情報とみなせるほど請求者と密接な関係が

ある情報を、当該請求者の個人情報とし、開示等請求を認めてきた。 

また、自己情報の開示等の請求をしようとする者が、区の窓口で請求することができない

場合で、真にやむを得ない理由があると認められるときに限り、代理人による請求手続を認

めてきた。 

今後も従来の考え方を維持する一方、増加すると考えられるこれらの請求について、開示

等請求の要件、確認する事項その他必要な事項を定め、公正かつ円滑な制度運用を図る。 

 

１ 遺族等からの死者の個人情報の開示等請求について 

  原則として、従来の考え方および運用を維持し、「個人情報保護制度運用の手引（以下

「手引」という。）」に定めている内容を整理し、まとめたものである。 

また、当区では、「医療保険、介護保険等に関する情報」について、平成9年度に要綱

を定め、診療報酬明細書（レセプト）の開示を行っているが、その中においても、遺族

（当該死者の配偶者、父母または子もしくはこれらに準じる者）からの請求を認めている

ところである。なお、国も「診療情報の提供等に関する指針」（平成15年9月12日付 厚

生労働省医政局長通知）により、遺族からの診療情報等の開示に原則応じなければならな

いとしているところである。 

(1) 開示等請求に係る個人情報および開示等請求をできる者 

 開示等請求に係る個人情報 開示等請求をできる者 

１ 

死者である被相続人から相続した財産に

関する情報 

《例》・（区道等に係る）土地利用承諾

書、土地境界の承諾書 

当該死者である被相続人から財産を相続し

た相続人 

２ 

死者である被相続人から相続した不法行

為による損害賠償請求権等に関する情報

《例》・事故報告書 

当該死者である被相続人から不法行為によ

る損害賠償請求権等を相続した相続人 

  

 

資料３ 
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３ 

近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死

者の死に起因して相続以外の原因により

取得した権利義務に関する情報 

《例》・（区道等に係る）土地利用承諾

書、土地境界の承諾書 

   ・事故報告書 

当該死者の死に起因して相続以外の原因に

より権利義務を取得した者 

４ 

死亡した時点において未成年であった自

分の子に関する情報 

※情報の範囲に制限なし 

当該死者の親権者であった者 

５ 

被保険者であった死者の医療保険、介護

保険等に関する情報 

《例》・診療報酬明細書（レセプト） 

   ・介護保険認定調査票、介護保険

主治医意見書 

当該死者の配偶者または１親等内の親族も

しくは死亡した時点において当該死者を扶

養していた者（これらに準じる者＊を含

む。） 

＊事実上婚姻関係にある者、現実に死者の

世話をしていた親族等 

(2) 請求要件等の確認 

   請求要件等の確認書類については、身分証の類については請求日に有効なものである

こと、証明書の類については請求日前30日以内に作成されたものによるものとする。

（代理人による請求についても同様とする。） 

  開示等請求に係る個人情報 確認する事項および確認書類 

１ 

死者である被相続人から相続

した財産に関する情報 

１ 請求内容が当該相続財産に係るものであること 

・当該事実を証明する書類 

２ 当該死者の財産が請求者に帰属していること 

・当該財産が請求者または被相続人に属している

ことを証明する書類（登記事項証明書、契約書

等） 

 ・遺言書（公正証書によるものまたは裁判所の検

認を受けたもの。以下同じ。） 

 ・遺産分割協議書 

 ・その他請求者が相続した財産であることを証明

する書類 

３ 請求者が相続人であること 

 ・当該死者および請求者の戸籍謄本 

・その他請求者が相続人であることを証明する書

類 
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２ 

死者である被相続人から相続

した不法行為による損害賠償

請求権等に関する情報 

１ 請求内容が当該損害賠償請求権に係るものであ

ること 

・当該事実を証明する書類 

２ 当該死者が損害賠償請求権等を取得していたこ

と 

 ・示談書 

 ・和解書 

 ・裁判所の確定判決書 

 ・その他死者が損害賠償請求権等を取得していた

ことを証明する書類 

３ 請求者が当該損害賠償請求権等を相続している

こと 

・遺言書 

 ・遺産分割協議書 

 ・その他請求者が損害賠償請求権等を相続したこ

とを証明する書類 

４ 請求者が相続人であること 

 ・当該死者および請求者の戸籍謄本 

 ・その他請求者が相続人であることを証明する書

類 

３ 

近親者固有の慰謝料請求権、

遺贈等の死者の死に起因して

相続以外の原因により取得し

た権利義務に関する情報 

１ 請求内容が当該権利義務に係るものであること 

 ・当該事実を証明する書類 

２ 請求者が当該権利義務を取得していたこと 

 ・示談書 

 ・和解書 

 ・裁判所の確定判決書 

・遺贈により請求者が取得した権利義務であるこ

とを証明する遺言書 

 ・その他請求者が当該権利義務を取得したことを

証明する書類 

４ 

死亡した時点において未成年

であった自分の子に関する情

報 

１ 死亡した時点で当該死者の親権者であったこと 

 ・戸籍謄本 

 ・その他当該未成年者の親権者であったことを証

明する書類 
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５ 

被保険者であった死者の医療

保険、介護保険等に関する情

報 

１ 当該死者の配偶者または１親等内の親族であっ

たこと 

 ・当該死者および請求者の戸籍謄本 

 ・その他当該死者の配偶者または１親等内の親族

であったことを証明する書類 

２ 死亡した時点において当該死者を扶養していた

こと 

 ･当該事実を証明する書類 

３ 上記１、２に準じる者であること 

 ・当該事実を証明する書類 

 

２ 代理人による開示等請求について 

  原則として、従来の考え方および運用を維持し、手引の内容および事務マニュアルに定

めている内容を整理し、まとめたものである。 

 (1)  開示等請求に係る本人の状態および本人の状態を確認する書類 

 開示等請求に係る本人の状態 本人の状態を確認する書類 

１ 

疾病、負傷、身体の障害等の理由によ

り歩行困難または外出困難であること

・診断書 

・身体障害者手帳 

・介護保険被保険者証 

・その他歩行困難または外出困難であること

を証明する書類 

２ 

施設入所中または入院中であること ・入所証明書または入院証明書 

・介護保険被保険者証 

・その他施設入所中または入院中であること

を証明する書類 

３ 

疾病、心身の障害等の理由により本人

による意思表示が困難であること 

・診断書 

・身体障害者手帳 

・介護保険被保険者証 

・その他本人による意思表示が困難であるこ

とを証明する書類 

４ 
その他区の窓口で請求できない真にや

むを得ない状態にあること 

・当該真にやむを得ない状態を証明する書類
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(2) 本人が代理人に依頼したことを証明する書類 

 開示等請求に係る本人の状態 本人が代理人に依頼したことを証明する書類 

１ 

本人が委任状を作成（署名、押

印）できる場合 

・本人が署名、押印した委任状（請求しようとす

る個人情報、請求の目的、本人との関係等を具

体的に示したもの） 

・押印された印の印鑑登録証明書 

２ 

本人が委任状を作成（署名、押

印）できない場合（意思表示で

きない場合を含む。） 

・本人が委任状を作成できないことにつき、代理

人が署名、押印の上、その状況が真実であるこ

とを申し出る書類（請求しようとする個人情

報、請求の目的、本人との関係等を具体的に示

したもの） 

 (3) 本人の意思確認等 

当該本人の住民票上の住所（施設入所中または入院中の場合は、当該施設または病院

等）に確認書を送付し、その返信または電話による確認をもって本人の意思確認とする。 

なお、本人が意思表示できない場合についても、本人の住民票上の住所等に確認書を

送付し、事実関係を確認する。 

 (4) 代理人の要件および確認書類 

 代理人の種類 確認書類 

１ 

同居の親族（これに準じる者

＊を含む。） 

＊事実上婚姻関係にある者、

同一敷地内に居住する親族等 

・住民票の写し（続柄入） 

・その他同居の親族またはこれに準じる者であるこ

とを証明する書類 

２ 
３親等内の親族 ・戸籍謄本 

・その他３親等内の親族であることを証明する書類 

３ 

弁護士、司法書士、行政書士 

※本人が意思表示できる場合

に限る。 

・委任契約書（契約者は請求者本人（連名も可）と

する。） 

・弁護士等の登録証 

・その他代理人として委任を受けていることを証明

する書類 

４ 

上記１～３に掲げる以外の者 

※上記１～３に掲げる者に代

理人を依頼できないことに、

真にやむを得ない事情がある

場合に限る。 

・上記１～３に掲げる者に代理人を依頼できないこ

とに、真にやむを得ない事情があることを証明す

る書類 
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 (5) 請求内容の制限 

   弁護士等による請求については、委任契約等により委任された事項に係る個人情報

に限るものとする。 

 

３ 郵便による請求について 

  本人確認が十分に行えないこと、請求対象となる個人情報の特定が困難であることから、

従来どおり受け付けないこととする。 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

  第13回（1月18日（水）） 

   規程類の案（規則改正案、（仮称）運用要領案）の諮問・検討 

   「手引」改訂案の報告・検討 

  第14回（2月3日（金）） 

   （第13回に引続き）規程類の案、「手引」改訂案の検討・了承 

  第15回（3月14日(水)） 

   規程類整備、「手引」改訂の報告 



相続した財産に
関する情報
【例】
・（区道等に係
る）土地利用承
諾書、土地境界
の承諾書

請求ができ
る人
【注意】
※準じると
は、事実上
婚姻関係に
ある者、現
実に死者の
世話をして
いた親族等
を指す。

不法行為による
損害賠償請求権
等に関する情報
【例】
・事故報告書

請求要件と
証明書確認

本人確認

運転免許証等による本人確認をする。

【注意】
証明書類
は、有効期
限内である
ことや請求
日前の30日
以内に作成
されている
こと。

近親者固有の慰謝料
請求権、遺贈等の相
続以外の原因により
取得した権利義務に
関する情報
【例】
・（区道等に係る）土
地利用承諾書、土地
境界の承諾書
・事故報告書

死亡した時点に
おいて未成年で
あった自分の子
に関する情報

※情報範囲に
制限なし

被保険者であっ
た死者の医療保
険、介護保険等
に関する情報
【例】
・診療報酬明細
書（レセプト）
・介護保険認定
調査票
・介護保険主治
医意見書

①請求内容が
相続財産に係る
こと
・当該事実を証
明する書類

②死者の財産
が請求者に帰属
していること
・登記事項証明
書
・遺言書
・遺産分割協議
書
・その他証明書
類

③請求者が相
続人であること
・戸籍謄本
・その他証明書
類

①請求内容が損害賠
償請求権に係ること
・当該事実を証明する
書類

②死者が損害賠償請
求権等を取得してい
たこと
・示談書
・和解書
・確定判決書
・その他証明書類

③請求者が権利を相
続していること
・遺言書
・遺産分割協議書
・その他証明書類

④請求者が相続人で
あること
・戸籍謄本
・その他証明書類

①請求内容が
当該権利義務に
係ること
・当該事実を証
明する書類

②請求者が権
利義務を取得し
ていたこと
・示談書
・和解書
・確定判決書
・遺贈により取
得したことを証
明する遺言書
・その他証明書
類

①死亡した時点
で親権者であっ
たこと
・戸籍謄本
・その他、証明
書類

①当該死者の配
偶者または１親
等内の親族で
あったこと
・戸籍謄本
・その他証明書
類

②死亡した時点
において当該死
者を扶養してい
たこと
・当該事実を証
明する書類

③上記①②に準
じる者であること
・当該事実を証
明する書類

死者の自己情報開示請求受付

財産を相続した
相続人

開示等がで
きる情報

不法行為による
損害賠償請求
権等を相続した
相続人

当該死者の死に
起因して相続以
外の原因により
権利義務を取得
した者

当該死者の親
権者であった者

当該死者の配
偶者または１親
等内の親族、も
しくは死亡した
時点において当
該死者を扶養し
ていた者（※こ
れらに準じる者）



本人の状態について

施設入所、入院中

できる

①診断書
②身体障害者手帳
③介護保険被保険者証
④その他証明書類

代理人による自己情報開示請求受付

歩行、外出困難

本人の状態確認

①入所証明書
②入院証明書
③その他証明書類

疾病、心身障害などで本
人による意思表示が困難

①診断書
②身体障害者手帳
③介護保険被保険者証
④愛の手帳
⑤その他証明書類

委任証明確認
本人による委任状作成ができるか。（署名、押印、意思表示）

できない

代理人確認

本人が署名、押印した
①委任状
②押印の印鑑証明書

代理人が署名、押印した
①宣誓書類（申出書）

本人の意思確認
（可能な場合）

本人あてに確認書を送付し、返信または電話により本人の意思確認をする。

同居している親族（こ
れに準じる者を含
む。）

３親等内の親族
弁護士・司法書士・行政書士
（本人が意思表示できる場合に
限る。）

①代理人の本人
確認書類（免許証
など）
②住民票の写し
（続柄あり）
③その他同居の
親族であることを
証明する書類

①と、②または③
が必要。

①代理人の本人
確認書類（免許証
など）
②戸籍謄本
③その他、３親等
内の親族であるこ
とを証明する書類

①と、②または③
が必要

①代理人の証明書類
　　（士業登録証）
②委任契約書
　　（契約者が請求者であ
ること。連名も可）
③その他委任関係を証明
する書類
　

①と、②または③が必要。

真にやむを得
ない状態

その状態を
証明する書
類

【注意】
有効期限内
であること
や請求日前
の30日以内
に作成され
ていること。

【注意】
請求日前の
30日以内に
作成されて
いること。

本人と代理人はどのような関係にあったか。

本人の意思確認
（できない場合）

本人の住民票上の住所等に確認書を送付し、事実関係を確認する。

【注意】
同居の親族
に準じる者
とは、事実
上婚姻関係
にある者や
同一敷地内
に居住する
親族等を指
す。

①代理人の本人
確認書類（免許証
など）
②左記の代理人を
依頼できないこと
に、真にやむを得
ない事情があるこ
とを証明する書
類、

①②が必要

左記以外の者



委   任   状 （案） 

 私は、 下記の状態にあり、自ら自己情報開示等の請求をすることができな

いため、  (代理人住所)                                 

(代理人氏名)              （本人との関係）           

を代理人と定め、自己情報開示等の請求を委任しました。 

                     記 

１ 本人の状態（該当するものに☑を記入してください） 

  □病気・負傷  □身体の故障  □施設入所  □入院  

  □その他（                     ） 

２ 請求公文書(公文書名がわからない場合は、請求しようとする個人情報が特定

できるように内容を具体的に記入してください。) 
 
                                          
 
                                          
 
                                                  

３ 請求の目的 

                               
 
平成  年  月  日 
 

         委任者(本人)住所               

         委任者(本人)氏名             ㊞ 
         ※押印した印の印鑑登録証明書を添付のこと 

委任者(本人)生年月日             



申   出   書（案） 

 

  本人住所                                       

  本人氏名                 本人生年月日             

 

本人は、下記の状態にあるため、自己情報開示等の請求を自ら行うこ

と、および委任状を記載することができません。このことが事実であること

を誓い、申し出ます。 

１ 本人の状態（現在の状態を記入してください） 

                                              

                                              

                                              

                                              

２ 本人の状況を証明する書類（該当するものに☑を記入してください） 

□診断書  □身体障害者手帳  □介護保険被保険者証 

□その他（                   ） 

平成  年  月  日 

  請求書に記載した目的以外に、開示された情報は使用しません。使用目的に反し、

本人等に被害が生じた場合の一切の責任を負うことを誓います。 

                 申出者住所                     

                 申出者氏名                 ㊞   

本人との関係                    



平成 23 年 12 月 26 日 

総務部情報公開課 

 

個人情報保護に関する監査について 

 

１ 実施概要 

 ⑴ 監査の目的 

   監査対象（監査の対象となる組織をいう。以下同じ。）における個

人情報保護制度の運用について、練馬区個人情報保護条例（以下「条

例」という。）に基づき適正に行われているかを検討・評価し、違法

または不当な制度運営を防止するとともに、効果的な制度運営を図

ることを目的とする。  
⑵ 監査の基準 

   監査対象の個人情報の収集・利用の運用情況について、条例等の

規定に照らして監査する。条例等の解釈・運用の基準は、個人情報

保護制度運用の手引によるものとする。 

⑶ 監査項目 

 ア 個人情報を取り扱う業務について、条例に定める手続を行って

いる 

イ 個人情報ファイルの保有について、条例に定める手続を行って

いる 

ウ 個人情報を取り扱う業務について、区の機関以外に委託（外部

委託）するときは、条例に定める手続を行っている 

 エ 管理個人情報を目的外利用しているときは、条例に定める手続

を行っている 

 オ 管理個人情報を外部提供しているときは、条例に定める手続を

行っている 

 カ 本人の同意に基づかず、管理個人情報の目的外利用、外部提供

しているときは、目的外利用（外部提供）状況調査票を提出してい

る 

 キ 区の電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織を通信

回線等により結合（電算結合）し、個人情報を取得・提供するとき

は、条例に定める手続を行っている 

 

 

資料４ 



２ 結果概要 

監査対象 監査実施日 指摘事項 

区民部 税務課 9 月 13 日 軽微な不適合 1 件 

健康部 豊玉保健相談所 10 月 11 日 なし 

環境部 練馬清掃事務所 10 月 17 日 なし 

 ⑴ 指摘事項の概要および改善策 

   従来行っている法令根拠に基づく目的外利用について、「目的外利

用記録票」の作成がなされていなかった。 

   昨年度および今年度に登録票・記録票の自己点検を行っているが、

従来行っているものであるため、作成漏れに気付かなかったと考え

られる。個人情報を処理する際、登録票・記録票を確認することを

手順として確立していくことが必要である。 

 ⑵ その他の事項 

  ア 監査の実施を機に、情報管理、文書管理を見直すなど、個人情

報保護に関する意識啓発が図られた。 

イ 従来行われている業務について、登録票・記録票の記載が不十

分なものがあった。 


